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名称及び関連ロゴ使用規程 

2014 年 7月 7 日改訂 

一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット 

 

1. 目的 

 本規程は、家庭エコ診断制度における名称及び関連ロゴの使用に関する必要な事項を定め

る。 

 

2. 使用名称及び関連ロゴ 

 使用を認める名称及び関連ロゴは以下の通りとする。尚、家庭エコ診断ロゴ及びうちエコ

診断ロゴを使用する際の条件は、家庭エコ診断ロゴデザインマニュアル、うちエコ診断ロゴ

デザインマニュアルにそれぞれ記す。 

 

表 1 名称及び関連ロゴ 

名称及び 

関連ロゴ 
家庭エコ診断 うちエコ診断 

家庭エコ診断ロゴ うちエコ診断ロゴ 

  

 

3. 使用条件 

 名称及び関連ロゴが使用できる者と使用範囲は、以下の通りである。 

 

表 2 名称及び関連ロゴの使用条件 

  申請者 

 

 

名称・ロゴ 

うちエコ診

断実施機関 

独自の家庭 

向けエコ診

断実施機関 

うちエコ 

診断士 

(実施機関 

登録済) 

うちエコ 

診断士 

(実施機関 

未登録) 

うちエコ 

相談員 

「家庭エコ診断」名称 ○ ○ ○ ○ ○ 

「家庭エコ診断」ロゴ ○ ○ ○ ○ ○ 

「うちエコ診断」名称 ○ × ○ × × 

「うちエコ診断」ロゴ ○ × ○ × × 

 

4. 使用の申請 

名称及び関連ロゴの使用を希望する者は、家庭エコ診断制度名称及び関連ロゴ使用申請書

に必要事項を記入の上、制度運営事務局に申請する。 
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5. 使用の承諾 

 名称及び関連ロゴを使用する場合は、前項 4 の通り制度運営事務局に申請し、承諾を受け

なければならない。但し、次の各号のいずれにかに該当する場合には、この限りでない。 

（１） 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合 

（２） その他手続きが不要と制度運営事務局が認めた場合 

 

6. 使用承諾の基準 

 制度運営事務局は、受理した家庭エコ診断制度名称及び関連ロゴ使用申請書の内容を審査

し、使用を承諾する。 

 但し、使用が以下に該当する場合は、制度運営事務局はこれを承諾しないものとする。 

（１） 家庭エコ診断制度の信用又は品位を損ねると認められる場合 

（２） 法令、公序良俗に違反すると認められる場合 

（３） 受診者を含む生活者の利益を害するものと認められる場合 

（４） その他、承諾することを制度運営事務局が不適当と認めた場合 

 

7. 使用上の遵守事項 

 名称及び関連ロゴを使用する者は、以下の事項を遵守しなければならない。 

（１） 本規程及び別に定める家庭エコ診断ロゴデザインマニュアル及びうちエコ診断ロゴ

デザインマニュアルに従って正しく使用すること。 

（２） 名称及び関連ロゴは診断実施機関のカタログ・ホームページ・チラシ・広告等での

使用は任意とする。但し、診断実施機関が環境省の認定等を受けたものとの誤解を与え

るような表現・表示を用いることは認めない。 

（３） 名称及び関連ロゴは、家庭エコ診断制度と関係のない取り組みの広報等に使用する

ことはできない。 

（４） 法令や公序良俗に反するような方法で使用することや、家庭エコ診断制度の信用を

損ねる恐れのある行為で使用することはできない。 

 

8. 承諾内容の変更等 

 名称及び関連ロゴを使用する者が、使用承諾の内容について変更しようとする場合は、使

用する前に使用変更申請書を制度運営事務局に提出しなければならない。制度運営事務局は

受理した使用変更申請書の内容を審査し、変更を承諾する。 

 

9. 承諾の取り消し等 

制度運営事務局は、以下のいずれかに該当する場合は、使用承諾を取り消し、名称及び関

連ロゴを使用する者に対し、使用物件等の回収等の措置を請求することができる。 

（１） 名称及び関連ロゴを使用する者が、この規程に違反したとき。 

（２） 名称及び関連ロゴを家庭エコ診断制度とは関係のない取り組みの広報に使用する等

の不適切な使用が認められたとき。 

（３） 家庭エコ診断制度の信用又は品位を損ねる恐れがある行為がみとめられたとき。 
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（４） 重大な法令違反、公序良俗違反が認められたとき。 

（５） 診断実施機関において、その診断実施機関が管理するうちエコ診断士や独自の家庭

向けエコ診断を行う者が、名称及び関連ロゴを使用するに際し、本規程を遵守しない不

適切な使用があったにもかかわらず、使用を中止させる等の適切な措置を講じなかった

と認められたとき。 

 

10. 使用の非独占性 

 名称及び関連ロゴを使用する者は、申請書の使用目的・使用用途に限定して名称及び関連

ロゴを使用し、それは非独占的になされるものとする。 

 

11. 経費等の負担 

 制度運営事務局は、名称及び関連ロゴの使用に係る経費及び役務を負担しない。 

 

12. 損失補償等の責任 

 制度運営事務局は、名称及び関連ロゴの使用に係る損失補償等について、一切の責任を負

わない。 

 

13. 紛争について 

本規程に係わる事項に関し紛争が発生した場合は、当事者間にて協議のうえ、その解決に

努力するものとする。なお、解決に至らず訴訟を起こす場合、法廷は東京地方（簡易）裁判

所とし、準拠法は日本法とする。 

 

14. 名称及び関連ロゴ使用規程の改訂について 

名称及び関連ロゴ使用規程に係わる改訂は、制度運営事務局が発議し、運営委員会の議決

による。改訂の結果は、うちエコ診断ポータルサイトに掲載する。 

 

15.付記 

 この規程は、平成 26 年 5月 19日に施行する。 

 この改訂は、平成 26 年 7月 7日に施行する。 

 


